
１／１ページ 

（市営）上下水道料金の減免について 

１． 概要 

 国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して、 

水道料金の基本料金を 半額減免 し、下水道使用料の基本料金を 全額減免 します。 

２． 減免期間 令和８年７月から１０月検針分（４か月間） 

３． 減免内容

 
４． 対象 

水道 下水道 

次の両方を満たす人 

・主に一般家庭で使用されている水道メーター 

口径（１３ｍｍ・２０ｍｍ・２５ｍｍ）の人 

・市営水道をご利用の人（JR総武線より北側） 

 

・習志野市内にお住まいで、

公共下水道をご利用の人 

５． （市営）上下水道料金４か月間の減免総額 

メーター口径 水道 下水道 合計 

１３ｍｍ １，４３２円 

４，１２８円 

５，５６０円 

２０ｍｍ ２，７５２円 ６，８８０円 

２５ｍｍ ４，６６４円 ８，７９２円 

          ※引っ越し等により、使用期間が短い場合は、上記金額とは異なります。 

６． 周知 広報あじさい２０６号（６月１日発行）・ホームページ（５月中）で掲載予定です。 
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